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No.850 2024 年 10 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

カ
ッ
ト

 

 

きこりん からのお知らせ

《 ママ ♥ ヨガ》

〔日時〕  １１月１日（金）

　 　　 　　午前１０時～１１時３０分

〔会場〕 文化会館　多目的ホール

〔講師〕髙橋 志保 先生（ヨガインストラクター）

〔対象〕町内在住で高校生以下のお子さんがいる

　　　 お母さん

〔持ち物〕　

　飲み物・タオル・ヨガマット（お持ちの方）

〔参加費〕　無料

＊申し込みは不要です。

＊託児を希望される方は、

　１０月２９日（火）まで

　にご連絡ください。

 ぴよぴよ☆ひろば

「ベビーマッサージ」

〔日時〕　①１０月２１日（月） 

　　　　②１１月１８日（月）

　　　  午前１０時３０分～１１時３０分

〔会場〕  きこりん

〔講師〕  園田 美保 先生

〔対象〕  町内在住の３か月～２歳未満の乳幼　

　　　  児と保護者（５組程度）

〔持ち物〕  汚れてもいい服装・飲み物・

　　　　　タオル・バスタオル・オムツなど

〔参加費〕　無料

〔申込期限〕　①は１０月１７日（木）まで　　

　　　　　　②は１１月１４日（木）まで

き
こ
り
ん
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

※申し込み、問い合わせは、福祉保健課（きこりん）　☎８５－２６１１

【絵本といっしょ】
～お子さんと一緒に絵本や紙芝居を楽しみませんか～

 〔日時〕  １１月１１日（月）

　　　　 午前 1１時～１１時４０分

 〔会場〕　子ども家庭支援センター（きこりん）

 〔内容〕　相談員の読み聞かせ・ 指遊び

子ども・子育て支援推進事業

　１１月は子ども・子育て支援推進事業の前期

分の支払い月です。

　税金の滞納をしていないことなど、交付要件

を満たしていないと助成を受けることができま

せん。納め忘れがないようご注意ください。

　また、請求書の提出が必要な事業があります

ので、ご確認ください。

＊請求書の提出は１０月１０日（木）まで

　第３回ファミサポ・病後児研修

「アロマでリフレッシュ！」

～児童手当・児童育成手当の
支払いについて～

　１０月は児童手当・児童育成手当の６月分

から９月分の支払い月です。

　１０月１５日（火）に、指定の口座へ振り

込みますので、ご確認ください。

〔日時〕　１１月１５日（金）

　　　　午前１０時～１１時３０分

〔会場〕  文化会館　多目的ホール

〔講師〕  金丸　育子 先生

　　　　（アロマハンドセラピスト・奥多摩

　　　　森林セラピーアシスター）

〔対象〕  ファミサポ協力会員・病後児サポー

　　　　ト会員

〔定員〕　１０名（先着順）

〔持ち物〕　ハンドタオル

〔申込期間〕 １１月１１日（月）まで 
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No.850 令和 6年 10 月 5 日広 報 お く た ま
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１１月分から児童扶養手当の制度が一部変更されます

扶養親族

の数

全部支給 一部支給

10 月分まで（改正前）11 月分以降（改正後）10 月分まで（改正前）11 月分以降（改正後）

０人 ４９万 ６９万 １９２万 ２０８万

１人 ８７万 １０７万 ２３０万 ２４６万

２人 １２５万 １４５万 ２６８万 ２８４万

３人 １６３万 １８３万 ３０６万 ３２２万

　児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第３子以降の加算額が引き上げられます。

＜所得限度額の引き上げ＞

　児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて「全部支給」と「一部支給」があります。この度、

支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。

１０月から児童手当制度が変わります

　児童手当は、１０月分（１２月支給分）から、つぎのとおり制度が変わります。

〔所得制限の撤廃〕

　・所得制限限度額および所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。

〔支給期間の延長〕　

　・支給期間が高校生年代（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者）まで延長

〔支給額の拡充〕

　・第３子以降の支給額が３万円に拡充（第３子のカウント方法や監護相当など要件あり）

〔支払い回数の増加〕

　・支払月を年３回から年６回（４・６・８・１０・１２・２月）に増加

　制度の変更に伴い、申請書の提出が必要な方には９月に通知を送付しています。未提出の方は、お早

めにご提出ください。

＜第３子以降の加算額の引き上げ＞

　第３子以降の加算額が引き上げられ、第２子の加算額と同額になります。

児童扶養手当 令和６年１０月分まで（改定前） 令和６年１１月分以降（改定後）

本体額
全部 ４５,５００円 ４５,５００円

一部 ４５,４９０円～１０,７４０円 ４５,４９０円～１０,７４０円

第２子加算額
全部 １０,７５０円 １０,７５０円

一部 １０,７４０円～５,３８０円 １０,７４０円～５,３８０円

第３子以降加算額
全部 ６,４５０円 １０,７５０円

一部 ６，４４０円～３，２３０円 １０,７４０円～５,３８０円

※このページの内容の申し込み、問い合わせは、福祉保健課（きこりん）　☎８５－２６１１
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